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平成２１年度 大学教育・学生支援推進事業

【テーマＢ】（学生支援推進プログラム）審査要項

Ⅰ 本事業の趣旨・目的

大学教育・学生支援推進事業は、各大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」

という。）から申請された、各大学等における学士力の確保や教育力向上のための取組の

中から、達成目標を明確にした効果が見込まれる取組を選定し、広く社会に情報提供する

とともに、重点的な財政支援を行うことにより、我が国の高等教育の質保証の強化に資す

ることを目的とする。

本事業のうち【テーマＢ】（学生支援推進プログラム）にかかる審査等は、この審査要

項により行うものとする。

Ⅱ 採択までの手順

【テーマＢ】（学生支援推進プログラム）の採択のための確認等は、独立行政法人日本

学生支援機構において運営される「学生支援推進事業委員会」及び文部科学省において行

う。

【採択までの流れ】

文部科学省

（大学が取り組むべき事項及び対象となる大学の範囲の明示）

各大学からの申請

学生支援推進事業委員会

（取組内容の確認方法の決定等）

学生支援推進事業委員会

（取組内容の確認）

確認結果の報告

文部科学省（採択決定）
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Ⅲ 審査・確認方法等

１ 本事業における取組の採択にあたっては、次の事項に沿って評価する。

（１）取組の趣旨・目的・達成目標

・学士力の確保や教育力向上のための取組か。

・達成目標は明確か。

（２）取組の具体的内容・実施体制

・取組の具体的内容・実施体制は、目的・達成目標に有効か。

・取組の実施体制は具体的か。

（３）取組の評価体制・達成目標に対する指標

・取組の評価体制は具体的か。

・達成目標に対する達成度について具体的な指標が設定されているか。

（４）取組の実施計画等

・実施計画は具体的か。

・財政支援期間終了後の展開は具体的か。

２ 就職支援を中心とする取組の場合は、次の事項についても評価する。

（いずれも、平成２１年３月１日時点）

（１）最終学年在籍の学生に対する内定取消しを受けた学生等の比率

（【Ａ】＋【Ｂ】）／【Ｃ】

【Ａ】：内定取消しを受けた学生

【Ｂ】：企業から内定辞退の示唆などの連絡を受けて内定を辞退した学生

【Ｃ】：最終学年に在籍していた学生

（２）内定取消しを受けた学生等に対する他の企業等から内定を受けた学生の比率

【Ｄ】／（【Ａ】＋【Ｂ】）

【Ｄ】：内定取消しを受けた学生【Ａ】及び企業から内定辞退の示唆などの連絡を

受けて内定を辞退した学生【Ｂ】のうち他の企業等から内定を受けた学生

（３）最終学年在籍の学生の就職率

【Ｆ】／【Ｅ】

【Ｅ】：最終学年に在籍していた学生【Ｃ】のうち就職を希望していた学生

【Ｆ】：就職した学生

（４）最終学年在籍の学生への求人率

【Ｇ】／【Ｅ】

【Ｇ】：求人数

（５）就職支援体制

・就職支援相談窓口の有無

・最終学年に相当する入学定員に対する就職支援担当職員１人当たりの学生数

【Ｈ】／【Ｉ】

【Ｈ】：最終学年に相当する入学定員

【Ｉ】：就職支援に関する業務を主たる職務とする職員（常勤・非常勤を問わない）
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Ⅳ その他

１ 開示・非開示

（１）「学生支援推進事業委員会」（以下、「委員会」という。）の審議内容等の取扱いに

ついて

① 委員会の会議は、専ら審査等に関する審議内容であるため、審査等の円滑な遂行

確保の観点から、会議及び会議資料は、原則、非公開とする。

② 審査・評価の結果は、文部科学省へ報告することとする。

（２）委員氏名について

委員の氏名は、採択後に公表することとする。

２ 利害関係者の排除

申請に直接関係する委員は、事務局にその旨申し出ることとし、自己の関係する申請

の審査等を行わないこととする。

（利害関係者とみなされる場合の例）

・委員が当該大学学部、短期大学、高等専門学校の専任又は兼任として在職(就任予

定を含む。)している場合

・委員が当該大学・学校法人等の役員として在職（就任予定を含む。）している場合

・その他委員が中立・公正に審査等を行うことが困難であると判断される場合

３ 情報の管理、守秘義務、申請書の使途制限

（１）審査等の過程で知り得た個人情報及び対象大学等の審査内容等に係る情報について

は外部に漏らしてはならない。

（２）委員として取得した情報（申請書等各種資料を含む）は、他の情報と区別し、善良

な管理者の注意義務をもって管理する。

（３）審査資料等は、取組の採択を行うことを目的とするものであり、その目的の範囲内

で使用する。

４ 状況調査等

本事業の審査・評価方法の改善等のために取組の支援期間終了後に状況調査を行うこ

ととする。


